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別記

第１号様式 (第4の1の(3)関係)

仮 停 止 等 事 案 発 生 即 報

前
発信年月日 年 月 日 時 分

後

発 信 者 仮停止事案 事件番号

受 信 者 取扱警察署名

①本 籍

②住 所

被 ③氏 名 男 ⑤生年月日

大・昭・平・令 年 月 日生④ 性 別

処 氏名コード 女 （ 歳）

自

家分 ⑥ 大 中 準 普 大 大 普 小 原 け 大 中 普 大 け 大 中 準 普 ⑨

免許 違反 用中 自 自 中

種別 車両者 型 型 型 通 特 二 二 特 付 引 型 型 通 特 引 型 型 型 通

営第一種免許 第二種免許 仮免許

業⑦免許証番号 第 号 年 月 日 公安委員会交付

用⑧ 免許情報記録番号 第 号 年 月 日 公安委員会記録等

処 分 理 由

前
⑩発生日時 年 月 日 時 分頃

後

⑪発生場所 路線名

⑫違反行為 違反（法第 条第 項第 号、法第 条第 項第 号)

⑬事故の形態

⑭事故原因と

なった違反

行為の内容

及び事故の

概況

（目撃者 □有 □無）

被 ⑮生年月日 年 月 日生( 歳) ⑯性 別 男 女大・昭・平・令

□歩行者□同乗者□被害車両の運転者□被害車両の同乗者□その他（ ）害 ⑰被害者の

者 状態

負 傷 治療 ⑱物損（車両、家屋、その他）

重 軽⑱被 害 状 況 死亡 日数 不注意

い い重傷 軽傷 の程度

処 分 年 月 日 処分日数 処分種別 短縮日数

⑲過去１年以内 ・ ・ ・ 日 日

の行政処分歴 ・ ・ ・ 日 日

・ ・ ・ 日 日
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□身柄不拘束 □現行犯逮捕 □通常逮捕 □緊急逮捕

前
逮捕日時 年 月 日 時 分 □有

⑳身柄措置 後 送致時におけ

前 る身柄措置
釈放日時 年 月 日 時 分 □無

後

□ 有 □無㉑ 事故時免許証携帯の有無

月 日から 月 日まで（ 日間）㉒ 仮 停 止 の 期 間

備 考

発信年月日 年 月 日 前・後 時 分

発 信 者 受 信 者

意見の聴取の通知方依頼について

通報のあった事案に係る意見の聴取は、次の意見の聴取通知書のとおり

行うことに決定しましたので、貴警察署長において通知方お願いします。

第 号

意見の聴取通知書

年 月 日

殿

印

取消し
あなたに対する下記の理由による免許の に係る

効力の停止

の規定による意見の聴取を下記のとおり行いますので通知します。

記

処分をしようとする

理 由

年 月 日
意見の聴取の期日

時 分 から

意見の聴取の場所

備考１ あなた又はあなたの代理人が正当な理由がなくて出頭しなかったと

きは、意見の聴取を行わないで処分をします。

２ あなたが代理人を意見の聴取に出席させようとするときは代理人１

人を選任し、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに

あなたが代理人に対してあなたのために意見の聴取のために意見の聴

取に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した文書を提出

してください。

３ あなた又はあなたの代理人は、意見の聴取において、事案について

意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができます。



仮停止等

執 行 署

第 ２ 号 様 式 （ 第 ６ の ２ 関 係 ）

仮 停 止 等 処 分 簿 （本部用）

受 付 受 付 仮 停 止 等 事 故 発 生 対 象 事 案 免 許 処 分 他 府 県 居 住 者 処 分

期間

事 故

種 別
住 所

(予定日)

聴 聞 被 処 分 者 本 処 分

氏名(年齢)
取消停
止期間

処 分 所在地 通 報 月 日 書類移送
月 日決 定 府 県 氏 名番 号 月 日 期

間
日 時 種 類 前 歴

違 反

行 為

被 害

程 度

の

15



第 ３ 号 様 式 （ 第 ６ の ２ 関 係 ）

仮 停 止 等 処 理 簿 （警察署用）

署長

副署長

課長 代理 主任

仮停止(上申)等報告 仮停止等 事故発生 対 象 事 案 意 見 の 聴 取 免許証及び資料 被 処 分 者

月 日 事 故 違 反 被 害 実施日 通知書番号 免 許 証 本部移送
住 所 氏名(年齢)

次 長 時 受理者 期 間 日 時 種 別 行 為 程 度 (予定) (交付日) 保管月日 月 日

16
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第４号様式 (第６の３関係)

停 止
仮 通 知 書
禁 止

年 月 日

公 安 委 員 会 殿

印警 察 署 長 □

第１０３条の２第４項

の規定により、道路交通法
第１０７条の５第 項において準用する第１０３条の２第４項10

停止
通知書を送付する。下記の者について仮

禁止

住 所

本 邦 に お け る 住 所

氏 名

第 号 年 月 日 公安委員会交付免許証
免許情報記録

第 号 年 月 日 公安委員会記録等
国際運転免許証

の番号

免許
の種類

運転することが

できる自動車等

停 止
仮 の 理 由

禁 止

備 考
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第５号様式 (第 の 関係)7 1

仮停止処分通知書

下記の理由により、あなたの免許の効力を 年 月 日から 年 月

日まで仮停止したので通知します。

なお、この処分については、処分を受けた日から起算して５日以内に、本職に対し、

弁明をすることができます。また、弁明は、代理人をもって行うことができ、弁明の際

には有利な証拠を提出することができます。

年 月 日

印警 察 署 長 □

住 所

氏 名

免許証の番号 第 号 年 月 日 公安委員会交付

第 号 年 月 日 公安委員会記録等免許情報記録番号

免 許 の 種 類

理 由

注 意 事 項

１ この処分に不服があるときは、行政不服審査法（平成 年法律第 号）の定26 68
めるところにより、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に

鹿児島県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

２ この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和 年法律 号）の定める37 139
ところにより、処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に鹿児

島県を被告として（訴訟において鹿児島県を代表する者は鹿児島県公安委員会と

なります ）提起することができます。ただし、審査請求をした場合には、処分の。

取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決を知った日の翌日から起算して６月

以内に提起しなければなりません。

３ 停止期間中に自動車などの運転をすると、無免許運転となります。
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第６号様式 (第 の 関係)7 1

仮禁止処分通知書

下記の理由により、あなたの自動車等の運転を 年 月 日から 年

月 日まで仮禁止したので通知します。

なお、この処分については、処分を受けた日から起算して５日以内に、本職に対し、

弁明をすることができます。また、弁明は、代理人をもって行うことができ、弁明の際

には有利な証拠を提出することができます。

年 月 日

印警 察 署 長 □

住 所

氏 名

免許証の番号 第 号 年 月 日 公安委員会交付

第 号 年 月 日 公安委員会記録等免許情報記録番号

免 許 の 種 類

理 由

注 意 事 項

１ この処分に不服があるときは、行政不服審査法（平成 年法律第 号）の定26 68
めるところにより、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に

鹿児島県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

２ この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和 年法律 号）の定める37 139
ところにより、処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に鹿児

島県を被告として（訴訟において鹿児島県を代表する者は鹿児島県公安委員会と

なります ）提起することができます。ただし、審査請求をした場合には、処分の。

取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決を知った日の翌日から起算して６月

以内に提起しなければなりません。

３ 停止期間中に自動車などの運転をすると、無免許運転となります。



第７号様式（第７の１関係）

都
道
府
県

習
□ 未定

私 は 、 年 月 日 か ら 年 月 日 ま で 日 間

運転免許の仮停止を受けましたので請書とともに運転免許証を提出いたします。

□ 受ける

受
講
場
所

講 □ 鹿児島県

□ 受けない
□

（ 歳）

免許種別

（免許番号) 号

免許証記載の

住 所

氏 名

請 書
年 月 日

鹿 児 島 県 警 察 本 部 長

殿
警 察 署 長

現 住 所

20



第８号様式（第10の３関係）

第 号

年 月 日

住所

殿

公 安 委 員 会

意 見 の 聴 取 通 知 書

あなたに対する 下記の理由により免許の取消し にか かる 道路交通法第104条

第１項に規定による意見の聴取を下記のとおり行いますので通知します。

記

意 見 の 聴 取 の 期 日 年 月 日午前・午後 時 分

意 見 の 聴 取 の 場 所

処 分 し よ う 年 月 日の交通事故（交通違反）で行政処分の

と す る 理 由 前歴 回の 点となり免許取消しの基準点数に達したため

意見の聴取に際しての留意事項

１ あ な た又 はあ なた の代 理人 が、 正当 な理 由な く出 頭し なか っ た と き は意 見の
聴取を行わないで処分します。

２ あなたが代理人を 意見の聴取に出席させよう と する と き は代理人一人を 選任
し、意見の聴取の期日までに代理人の氏名及び住所並びにあなたが代理人に対
し て、あなたのため に意見の 聴取 に関 する 一切 の行 為を する こと を 委 任す る 旨
を記載した文書を提出してください。

３ あなた又はあなたの代理人は、意見の聴取において、事案について意見を述
べ、かつ、有利な証拠を提出することができます。

４ 意見の聴取の期日に補佐人と出頭しようとする場合は、その者の氏名、住所、
あなたとの関係及び補佐する 事項を記載し た「補佐人出頭許可申請書」を 意見
の聴取の期日までに行政庁に提出して許可を受けてください。

※ 意見の聴取当日は、必ず運転免許証（マイナ免許証）及び通知書を持参してください。

年 月 日

受 領 書
公安委員会 殿

年 月 日付け、 第 号の意見の聴取通知書は受領しました。

氏名

代理人（本人との関係 ） 氏名

交付担当職員の所属 警察署 階級 氏名 印

意見の聴取には、

１ 私又は代理人が出席します。
（理由なく欠席したときは、事実に間違いないので欠席のまま処分を決定して下さい。

２ 事実に間違いなく、弁解等もないので欠席のまま処分を決定して下さい。

※ １又は２のいずれかに◯印を付けて下さい。
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第９号様式（第10の３関係）

第 号

年 月 日

住所

殿

本 部 長

意 見 の 聴 取 通 知 書

あなたに対する下記の理由により免許の効力の停止にかかる道路交通法第104条

第１項に規定による意見の聴取を下記のとおり行いますので通知します。

記

意 見 の 聴 取 の 期 日 年 月 日午前・午後 時 分

意 見 の 聴 取 の 場 所

処 分 し よ う 年 月 日の交通事故（交通違反）で行政処分の

と す る 理 由 前歴 回の 点と なり免 許停 止の 基準 点数 に達 し た ため

意見の聴取に際しての留意事項

１ あ な た又 はあ なた の代 理人 が、 正当 な理 由な く出 頭し なか っ た と き は意 見の
聴取を行わないで処分します。

２ あなたが代理人を 意見の聴取に出席させよう と する と き は代理人一人を 選任
し、意見の聴取の期日までに代理人の氏名及び住所並びにあなたが代理人に対
し て、あなたのため に意見の 聴取 に関 する 一切 の行 為を する こと を 委 任す る 旨
を記載した文書を提出してください。

３ あなた又はあなたの代理人は、意見の聴取において、事案について意見を述
べ、かつ、有利な証拠を提出することができます。

４ 意見の聴取の期日に補佐人と出頭しようとする場合は、その者の氏名、住所、
あなたとの関係及び補佐する 事項を記載し た「補佐人出頭許可申請書」を 意見
の聴取の期日までに行政庁に提出して許可を受けてください。

※ 意見の聴取当日は、必ず運転免許証（マイナ免許証）及び通知書を持参してください。

年 月 日

受 領 書
本部長 殿

年 月 日付け、 第 号の意見の聴取通知書は受領しました。

氏名

代理人（本人との関係 ） 氏名

交付担当職員の所属 警察署 階級 氏名 印

意見の聴取には、

１ 私又は代理人が出席します。
（理由なく欠席したときは、事実に間違いないので欠席のまま処分を決定して下さい。

２ 事実に間違いなく、弁解等もないので欠席のまま処分を決定して下さい。

※ １又は２のいずれかに◯印を付けて下さい。
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第10号様式(第10の5関係)

通知依頼確認書

公安委員会
この意見の聴取通知書は、 の依頼により通知するもので警察本部長

ある。

年 月 日

警 察 署 長 印




